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次

選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
団
体
の
名
称
等
の
届
出
…
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…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

選
挙
管
理
委
員
会

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
及
び
第
十
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
次
の
と
お
り
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
二
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長

石
　
　
澤
　
　
道
　
　
夫

山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
七
号
　
　
平
成
十
七
年
七
月
二
十
二
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
十
七
年

七
月
二
十
二
日

号
外
第
三
十
七
号

金　曜　日

政
治
資
金
規
正
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
よ
る
届
出
　
政
治
団
体
設
立
届

そ
の
他
の
政
治
団
体

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

設
立
年
月
日

届
出
年
月
日

鶴
友
会
　

流
　
石
　
統
　
治
　

倉
　
沢
　
　
　
東
　

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
小
立
五
四
二
五
│
一
　

平
成
十
七
年
　

平
成
十
七
年

七
月
十
四
日
　

七
月
十
四
日

芳
明
会
　

古
　
谷
　
芳
　
信
　

渡
　
辺
　
賢
　
三
　

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
西
湖
西
二
│
一
　

平
成
十
七
年
　

平
成
十
七
年

七
月
十
五
日

七
月
十
五
日

政
治
資
金
規
正
法
第
七
条
に
よ
る
届
出
　
届
出
事
項
の
異
動
届

区
　
分

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日

新
　

宮
下
て
つ
お
後
援
会
（
２
１
ク
ラ

宮
　
下
　
哲
　
夫

宮
下
ひ
ろ
み
　

平
成
十
七
年
　

平
成
十
七
年

ブ
）

旧
　

大
　
谷
　
伯
　
一

宮
　
下
　
　
　
薫
　

六
月
十
三
日
　

六
月
十
三
日

新
　

公
明
党
山
梨
第
二
総
支
部
　

谷
　
垣
　
喜
　
一

平
成
十
七
年
　

平
成
十
七
年

旧
　

平
　
井
　
　
　
猛

六
月
二
十
四
日
　

六
月
二
十
四
日



山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
七
号
　
　
平
成
十
七
年
七
月
二
十
二
日

二

新
　

公
明
党
山
梨
第
三
総
支
部
　

名
　
取
　
国
　
士

甲
斐
市
万
才
一
六
九
│
七

平
成
十
七
年
　

平
成
十
七
年

旧
　

中
　
込
　
　
　
量

中
巨
摩
郡
竜
王
町
万
才
一
六
九
│
七

六
月
二
十
四
日
　

六
月
二
十
四
日

新
　

東
電
労
組
政
治
連
盟
山
梨
県
支
部
　

窪
　
田
　
　
　
清
　

平
成
十
七
年
　

平
成
十
七
年

旧
　

佐
久
間
好
彦
　

六
月
二
十
一
日
　

六
月
二
十
八
日

新
　

山
梨
県
民
社
協
会
　

窪
　
田
　
　
　
清

平
成
十
七
年
　

平
成
十
七
年

旧
　

佐
久
間
好
彦

六
月
二
十
一
日
　

六
月
二
十
八
日

新
　

民
主
党
山
梨
県
第
２
区
総
支
部
　

大
月
市
御
太
刀
一
│
一
五
│
九
山
梨
ス
ポ
ー
ツ
ビ
ル

平
成
十
七
年
　

平
成
十
七
年

二
階

六
月
二
十
八
日
　

六
月
二
十
八
日

旧

大
月
市
御
太
刀
一
│
一
五
│
九
　
二
階

新
　

道
友
会
　

冨
　
田
　
佳
　
行
　

平
成
十
七
年
　

平
成
十
七
年

旧
　

岡
　
田
　
昭
　
蔵
　

二
月
八
日
　

七
月
六
日

新
　

自
由
民
主
党
石
和
支
部
　

山
　
下
　
政
　
樹
　

上
　
野
　
　
　
稔
　

笛
吹
市
石
和
町
四
日
市
場
二
二
三
〇
　

平
成
十
七
年
　

平
成
十
七
年

旧
　

田
　
中
　
和
　
芳

相
　
原
　
梅
　
夫
　

笛
吹
市
石
和
町
川
中
島
一
六
〇
七
│
四
〇
　

七
月
一
日
　

七
月
十
五
日

新
　

山
梨
県
税
理
士
政
治
連
盟
　

小
　
倉
　
恵
　
一
　

平
成
十
七
年
　

平
成
十
七
年

旧
　

深
　
澤
　
公
　
人
　

六
月
三
日
　

七
月
十
九
日

政
治
資
金
規
正
法
第
十
七
条
第
一
項
に
よ
る
届
出
　
政
治
団
体
解
散
届

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

志
村
千
明
後
援
会
　

山
　
咲
　
久
　
義

中
　
島
　
良
　
三
　

大
月
市
梁
川
町
塩
瀬
四
八
一
　

平
成
十
七
年
　

平
成
十
七
年

六
月
十
三
日
　

六
月
十
三
日

積
友
会
　

樋
　
川
　
　
　
普
　

清
　
水
　
　
　
寿
　

南
ア
ル
プ
ス
市
徳
永
二
〇
六
四
│
一
　

平
成
十
七
年
　

平
成
十
七
年

五
月
三
十
一
日
　

六
月
十
五
日

宮
田
徳
夫
を
支
援
す
る
会
　

宮
　
田
　
徳
　
夫
　

祢
　
津
　
　
　
勲
　

甲
斐
市
志
田
九
五
│
二
　

平
成
十
七
年
　

平
成
十
七
年

六
月
十
七
日
　

六
月
十
七
日

優
交
会
　

高
　
井
　
金
　
次
　

相
川
こ
と
よ
　

西
八
代
郡
市
川
大
門
町
一
五
九
│
六
　

平
成
十
七
年
　

平
成
十
七
年

六
月
十
四
日
　

六
月
二
十
日

相
川
優
を
支
援
す
る
「
２
１
世
　

一
　
瀬
　
亮
　
次
　

青
　
柳
　
常
　
三
　

西
八
代
郡
市
川
大
門
町
一
五
九
│
六
　

平
成
十
七
年
　

平
成
十
七
年

紀
の
市
川
大
門
町
を
考
え
る

六
月
十
四
日
　

六
月
二
十
日

会
」
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梨
県
公
報
号
外

第
三
十
七
号
　
　
平
成
十
七
年
七
月
二
十
二
日

三

三
沢
す
み
よ
い
会
　

深
　
沢
　
純
　
雄
　

二
　
宮
　
安
　
雄
　

南
巨
摩
郡
身
延
町
三
沢
五
九
一
一
│
四
　

平
成
十
七
年
　

平
成
十
七
年

六
月
五
日
　

六
月
二
十
一
日

勇
友
会
　

金
　
丸
　
勝
　
己
　

斉
　
藤
　
敏
　
江
　

南
ア
ル
プ
ス
市
沢
登
四
一
九
│
二
　

平
成
十
七
年
　

平
成
十
七
年

五
月
三
十
一
日
　

六
月
二
十
七
日
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二
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二
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